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（仮称）秋田市個人情報保護法施行条例骨子案に対する意見と対応について

期間 令和４年９月２１日（水）から令和４年１０月１７日（月）まで

意見数 ２件

なお、以下で、個人情報の保護に関する法律は「法」、秋田市個人情報保護条例は「現

行条例」、（仮称）秋田市個人情報保護法施行条例は「法施行条例」と表記します。

番号 意見等 市の考え方

１ (1) 個人情報の取扱が何について誰が何 現行条例の規定により、個人情報を取

をしたか詳しく公表していて、それに り扱う事務を開始しようとする場合は、

ついての事務登録簿作成・公表や運用 その事務の名称・目的・対象者の範囲等

状況の公表でないと意味がない。 を記載した事務通知を作成し、公表して

勝手に個人情報を使われているよう います。

だが、それについて使われている本人 法での作成義務はありませんが、市民

に連絡や公表がないにもかかわらず使 等に対して各課所室が所管する事務を執

われていることに不満と怒りを覚え 行する上で、個人情報の収集、利用等を

る。 行い、保有する個人情報の目的等の概要

を明らかにするため、法施行条例で定め、

登録簿として引き続き作成・公表しま

す。

(2) 勝手に使われている個人情報、個人 地方公共団体が保有する個人情報の保

ファイル等において、すりかえやなり 護については、令和５年４月１日から法

すましをして変える、又は、加工する が適用され、法の規定が全国的な共通ル

と非識別加工情報にすると、利用して ールとなります。

も良いという考え方はおかしいと思 本市においては、法が実施可能として

う。 いる行政機関等匿名加工情報（個人情報

そもそも盗聴撮犯罪や個人情報の漏 ファイルを構成する保有個人情報を加工

えい犯、そもそも個人情報の搾取は犯 して作成する情報）に関する提案募集に

罪だし、加工すると、個人が特定しづ ついては、現時点では導入しないことと

らければ利用できたり販売できたり取 しております。

引できたりは詐欺罪、偽証罪、隠蔽罪、

搾取罪、窃盗罪、盗聴撮罪、傷害罪な

のになぜ勝手に利用できているのかが

不満です。

また、個人情報保護の法律において

も非識別加工情報、名なしなら、利用

できたり運用できたり販売できたりも

そもそもおかしい。
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(3) 個人情報取扱において、記録媒体に 個人情報保護制度は、法の規定が全国

コピーや取扱者以外の利用等は漏えい 的な共通ルールとなり、国の個人情報保

と判断されるものなのにされていな 護委員会による監視を受けることとなり

い、ずさんな監査、判断がされている ます。

と思う。 なお、本市での情報管理については、

大学や企業、特にもの作り団体、著 法の定めのもと必要かつ適切な措置を講

者業等のずさんな個人情報の利用に刑 じてまいります。

法通常逮捕が適用されるようにしてほ

しい。

２ 決定された法律について今更ながらパ 地方公共団体が保有する個人情報の保

ブリックコメントもないと思う。 護については、令和５年４月１日から法

意見を募るより内容を「広報あきた」 が適用されます。しかし、本市での法の

で周知するのがベストではないか。 適用に当たり、条例で定めなければいけ

今後の方針の決定の前段階なら、パブ ない内容、条例で定めることが許容され

リックコメントを実施する意味も理解で ている内容があり、それを法施行条例で

きるが、決定事項をパブリックコメント 定めようとするものです。

するのは意味不明である。 法施行条例の内容は、パブリックコメ

ント実施時点では決定事項ではないこと

から、条例の骨子案について意見を公募

したものです。

新たな個人情報保護制度の周知は、市

議会定例会において法施行条例が議決さ

れた後に実施する予定です。


